
「リモート取引参加者制度の導入について」に寄せられたパブリック・コメントの結果について 
 
 
 当取引所ではリモート取引参加者の導入について、その要綱を本年 9 月 30 日に公表し、10 月 29 日までの間、広く意見

の募集を行いました。 
 本件に関してお寄せいただいた主なコメントの概要及びそれに対する当取引所の考え方は以下のとおりです。 
 
番号 コメントの概要 コメントに対する考え方 

1 清算参加者に過度のリスク管理提供負担がかからな

いよう、コロケーションサービスやリモート取引参加者

制度を導入しようとする取引所は十分な「プリトレード

リスク管理システム」を提供すべきである。 

 リモート取引参加者制度の導入に限らず、当取引所の

個々の取引参加者のリスク管理は非常に重要であると認

識しております。 
ご質問の「プリトレードリスク管理システム」のような

取引参加者の清算に関するリスク管理システムの提供に

つきましては、個々の参加者において管理する事項も一様

ではないことから、今後の清算参加者それぞれのリスク管

理のあり方やニーズを十分に考慮した上で、引き続き検討

してまいります。 
 

※ 提供者：JP モルガン証券（株） 
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